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【部門区分】第７部門第２区分
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【手続補正書】
【提出日】平成30年10月10日(2018.10.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属元素を含有する膜が成膜された試料を処理室内にてプラズマエッチングするプラズマ
処理方法において、
ホウ素元素を含有するガスを用いて前記処理室内をプラズマクリーニングする第一の工程
と、
前記第一の工程後、塩素ガスを用いて前記処理室をプラズマクリーニングする第二の工程
と、
前記第二の工程後、フッ素元素を含有するガスを用いて前記処理室内をプラズマクリーニ
ングする第三の工程と、
前記第三の工程後、シリコン元素を含有するガスを用いたプラズマにより堆積膜を前記処
理室内に堆積させる第四の工程と、
前記第四の工程後、前記試料をプラズマエッチングする第五の工程とを有することを特徴
とするプラズマ処理方法。
【請求項２】
金属元素を含有する膜が成膜された試料を処理室内にてプラズマエッチングするプラズマ
処理方法において、
ホウ素元素を含有するガスを用いて前記処理室内をプラズマクリーニングする第一の工程
と、
前記第一の工程後、塩素ガスのみを用いて前記処理室をプラズマクリーニングする第二の
工程と、
前記第二の工程後、フッ素元素を含有するガスを用いて前記処理室内をプラズマクリーニ
ングする第三の工程と、
前記第三の工程後、シリコン元素を含有するガスを用いたプラズマにより堆積膜を前記処
理室内に堆積させる第四の工程と、
前記第四の工程後、前記試料をプラズマエッチングする第五の工程とを有することを特徴
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とするプラズマ処理方法。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載のプラズマ処理方法において、
前記ホウ素元素を含有するガスは、三塩化ホウ素ガスであり、
前記フッ素元素を含有するガスは、三フッ化窒素ガスであって、
前記シリコン元素を含有するガスは、四塩化シリコンガスであることを特徴とするプラズ
マ処理方法。
【請求項４】
請求項３に記載のプラズマ処理方法において、
所定枚数の前記試料を全てプラズマエッチングするまで、前記第一の工程ないし前記第五
の工程を順次、繰り返すことを特徴とするプラズマ処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明は、金属元素を含有する膜が成膜された試料を処理室内にてプラズマエッチング
するプラズマ処理方法において、ホウ素元素を含有するガスを用いて前記処理室内をプラ
ズマクリーニングする第一の工程と、前記第一の工程後、塩素ガスを用いて前記処理室を
プラズマクリーニングする第二の工程と、前記第二の工程後、フッ素元素を含有するガス
を用いて前記処理室内をプラズマクリーニングする第三の工程と、前記第三の工程後、シ
リコン元素を含有するガスを用いたプラズマにより堆積膜を前記処理室内に堆積させる第
四の工程と、前記第四の工程後、前記試料をプラズマエッチングする第五の工程とを有す
ることを特徴とする。
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